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○栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正 
 
栃木県規則第31号                                        
栃木県公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和８年４月24日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一 
栃木県公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則                       

栃木県公有財産事務取扱規則（昭和52年栃木県規則第26号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（現在高の報告） 

第16条 財産管理者は、その管理する公有財産につ

いて毎会計年度末における現在高をああああああ

あああああああああああああ翌年度５月15日まで

に部局長及び経営管理部長に報告しなければなら

ない。 

 

（用途廃止) 

第25条 部局長は、公有財産の管理上必要があると

認めるときは、用途廃止（行政財産の用途を廃止

することをいう。以下同じ。）をすることができ

る。 

 

 

 

 

（公有財産の引継ぎ） 

第27条 略 

 

 

 

２ 前項 の引継ぎが完了したときは、引継ぎをし

た財産管理者及び引継ぎを受けた財産管理者は、

ああああああああああああああああああああああ

あ部局長及び経営管理部長に当該公有財産の引継

ぎの年月日その他必要な事項を報告しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

（公有財産と物品との相互編入） 

第32条 財産管理者は、その管理する不動産の従物

を栃木県財務規則第119条第１項に規定する物品

（以下「物品」という。）へ編入したときは、物

品編入換報告書（別記様式第19号）により同規則

第２条第５号に規定する課及び公所の長に通知す

（現在高の報告） 

第16条 財産管理者は、その管理する公有財産につ

いて毎会計年度末現在で、公有財産現在高報告書

（別記様式第10号）を作成し翌年度５月15日まで

に部局長及び経営管理部長に報告しなければなら

ない。 

 

 （用途廃止) 

第25条 土地又は建物の用途廃止（行政財産の用途

を廃止することをいう。以下同じ。）をしようと

する部局長は、軽易又は定例的なものを除き、当

該用途廃止をしようとする日の30日前までに経営

管理部長に協議しなければならない。ただし、土

地改良財産の用途廃止をする場合は、この限りで

ない。 

 

（公有財産の引継ぎ） 

第27条 略 

２ 前項の規定による公有財産の引継ぎは、公有財

産引継書（別記様式第15号）により行うものとす

る。 

３ 第１項の引継ぎが完了したときは、引継ぎをし

た財産管理者にあっては管理替えによる場合を除

き部局長に、引継ぎを受けた財産管理者にあって

は部局長及び経営管理部長に当該公有財産の引継

ぎの年月日その他必要な事項を報告しなければな

らない。 

 

（公有財産の異動協議） 

第30条の２ 第23条、第25条及び第29条の規定によ

る協議は、公有財産異動協議書（別記様式第18

号）により行うものとする。 

 

（公有財産と物品との相互編入） 

第32条 財産管理者は、その管理する不動産の従物

を栃木県財務規則第119条第１項に規定する物品

（以下「物品」という。）へ編入したときは、物

品編入換報告書（別記様式第19号）により同規則

第２条第５号に規定する課及び公所の長に通知す



（2） 号外第29号令和８（2026）年４月24日　金曜日 栃 木 県 公 報

 

○栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正 
 
栃木県規則第31号                                        
栃木県公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和８年４月24日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一 
栃木県公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則                       

栃木県公有財産事務取扱規則（昭和52年栃木県規則第26号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（現在高の報告） 

第16条 財産管理者は、その管理する公有財産につ

いて毎会計年度末における現在高をああああああ

あああああああああああああ翌年度５月15日まで

に部局長及び経営管理部長に報告しなければなら

ない。 

 

（用途廃止) 

第25条 部局長は、公有財産の管理上必要があると

認めるときは、用途廃止（行政財産の用途を廃止

することをいう。以下同じ。）をすることができ

る。 

 

 

 

 

（公有財産の引継ぎ） 

第27条 略 

 

 

 

２ 前項 の引継ぎが完了したときは、引継ぎをし

た財産管理者及び引継ぎを受けた財産管理者は、

ああああああああああああああああああああああ

あ部局長及び経営管理部長に当該公有財産の引継

ぎの年月日その他必要な事項を報告しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

（公有財産と物品との相互編入） 

第32条 財産管理者は、その管理する不動産の従物

を栃木県財務規則第119条第１項に規定する物品

（以下「物品」という。）へ編入したときは、物

品編入換報告書（別記様式第19号）により同規則

第２条第５号に規定する課及び公所の長に通知す

（現在高の報告） 

第16条 財産管理者は、その管理する公有財産につ

いて毎会計年度末現在で、公有財産現在高報告書

（別記様式第10号）を作成し翌年度５月15日まで

に部局長及び経営管理部長に報告しなければなら

ない。 

 

 （用途廃止) 

第25条 土地又は建物の用途廃止（行政財産の用途

を廃止することをいう。以下同じ。）をしようと

する部局長は、軽易又は定例的なものを除き、当

該用途廃止をしようとする日の30日前までに経営

管理部長に協議しなければならない。ただし、土

地改良財産の用途廃止をする場合は、この限りで

ない。 

 

（公有財産の引継ぎ） 

第27条 略 

２ 前項の規定による公有財産の引継ぎは、公有財

産引継書（別記様式第15号）により行うものとす

る。 

３ 第１項の引継ぎが完了したときは、引継ぎをし

た財産管理者にあっては管理替えによる場合を除

き部局長に、引継ぎを受けた財産管理者にあって

は部局長及び経営管理部長に当該公有財産の引継

ぎの年月日その他必要な事項を報告しなければな

らない。 

 

（公有財産の異動協議） 

第30条の２ 第23条、第25条及び第29条の規定によ

る協議は、公有財産異動協議書（別記様式第18

号）により行うものとする。 

 

（公有財産と物品との相互編入） 

第32条 財産管理者は、その管理する不動産の従物

を栃木県財務規則第119条第１項に規定する物品

（以下「物品」という。）へ編入したときは、物

品編入換報告書（別記様式第19号）により同規則

第２条第５号に規定する課及び公所の長に通知す

 

るとともに、部局長及び経営管理部長に報告しな

ければならない。 

２ 略 

第 30 条の２ 第 23 条、第 25 条及び第 29 条の規定 

（使用許可申請書） 

第33条 略 

２ 前項の場合において、財産管理者は、行政財産

の使用許可 あを受けようとする者が行政財産

の使用料の減免を受けようとするときは、同項の

申請書に必要事項を記載させなければならない。 

 

 

３ 第１項の規定による申請書の提出があったとき

は、財産管理者は、その内容を調査し、意見を付

して、当該行政財産の使用許可事務を分掌する部

局長に送付しなければならない。 

 

（使用許可等） 

第34条 略  

２ 前項の書面には、指令書案のほか、次の各号に

掲げる図面その他の関係書類を添付しなければな

らない。 

(1) 略  

(2)0 県有財産使用料減免申請書 

(2)・(3) 略 

３・４ 略 

 

（貸付け等の申込み） 

第38条 略 

２ 前項の場合において、財産管理者は、公有財産

の貸付けを受けようとする者が第41条第１項の貸

付料の減免を受けようとする    ときは、前

項の申込書に必要事項を記載させあああああああ

あああああああああ なければならない。 

３ 第33条第３項の規定は、第１項の申込書が提出

された場合について準用する。 

 

（貸付け等） 

第39条 略 

２ 前項の書面には、契約書案のほか、次に掲げる

関係資料を添付しなければならない。 

(1) 略 

(2)0 県有財産貸付料減免申込書 

(2)・(3) 略 

３ 第34条第３項及び第４項の規定は、前条第１項

又は第２項の申込書が提出された場合について準

用する。 

 

（貸付期間） 

第40条 略 

るとともに、部局長及び経営管理部長に報告しな

ければならない。 

２ 略  

 

（使用許可申請書） 

第33条 略 

２           財産管理者は、行政財産

の使用料の減免を受けようとする者があるとき

は、その者から県有財産使用料減免申請書（別記

様式第21号）を提出させ  なければならない。

この場合においては、前項ただし書の規定を準用

する。 

３ 前２項の規定による申請書の提出があったとき

は、財産管理者は、その内容を調査し、意見を付

して、当該行政財産の使用許可事務を分掌する部

局長に送付しなければならない。 

 

（使用許可等） 

第34条 略  

２ 前項の書面には、指令書案のほか、次の各号に

掲げる図面その他の関係書類を添付しなければな

らない。 

(1) 略  

(2) 県有財産使用料減免申請書 

(3)・(4) 略 

３・４ 略 

 

（貸付け等の申込み） 

第38条 略 

２           財産管理者は、公有財産

の貸付けを受けようとする者が第41条第１項の貸

付料の減免を受けようとする者があるときは、そ

の者から県有財産貸付料減免申込書（別記様式第

25号の２）を提出させなければならない。 

３ 第33条第３項の規定は、前２項の申込書が提出

された場合について準用する。 

 

（貸付け等） 

第39条 略 

２ 前項の書面には、契約書案のほか、次に掲げる

関係資料を添付しなければならない。 

(1) 略  

(2) 県有財産貸付料減免申込書 

(3)・(4) 略  

３ 第34条第３項及び第４項の規定は、前条第１項

又は第２項の申込書が提出された場合について準

用する。 

 

（貸付期間） 

第40条 略 
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るとともに、部局長及び経営管理部長に報告しな

ければならない。 

２ 略 

第 30 条の２ 第 23 条、第 25 条及び第 29 条の規定 

（使用許可申請書） 

第33条 略 

２ 前項の場合において、財産管理者は、行政財産

の使用許可 あを受けようとする者が行政財産

の使用料の減免を受けようとするときは、同項の

申請書に必要事項を記載させなければならない。 

 

 

３ 第１項の規定による申請書の提出があったとき

は、財産管理者は、その内容を調査し、意見を付

して、当該行政財産の使用許可事務を分掌する部

局長に送付しなければならない。 

 

（使用許可等） 

第34条 略  

２ 前項の書面には、指令書案のほか、次の各号に

掲げる図面その他の関係書類を添付しなければな

らない。 

(1) 略  

(2)0 県有財産使用料減免申請書 

(2)・(3) 略 

３・４ 略 

 

（貸付け等の申込み） 

第38条 略 

２ 前項の場合において、財産管理者は、公有財産

の貸付けを受けようとする者が第41条第１項の貸

付料の減免を受けようとする    ときは、前

項の申込書に必要事項を記載させあああああああ

あああああああああ なければならない。 

３ 第33条第３項の規定は、第１項の申込書が提出

された場合について準用する。 

 

（貸付け等） 

第39条 略 

２ 前項の書面には、契約書案のほか、次に掲げる

関係資料を添付しなければならない。 

(1) 略 

(2)0 県有財産貸付料減免申込書 

(2)・(3) 略 

３ 第34条第３項及び第４項の規定は、前条第１項

又は第２項の申込書が提出された場合について準

用する。 

 

（貸付期間） 

第40条 略 

るとともに、部局長及び経営管理部長に報告しな

ければならない。 

２ 略  

 

（使用許可申請書） 

第33条 略 

２           財産管理者は、行政財産

の使用料の減免を受けようとする者があるとき

は、その者から県有財産使用料減免申請書（別記

様式第21号）を提出させ  なければならない。

この場合においては、前項ただし書の規定を準用

する。 

３ 前２項の規定による申請書の提出があったとき

は、財産管理者は、その内容を調査し、意見を付

して、当該行政財産の使用許可事務を分掌する部

局長に送付しなければならない。 

 

（使用許可等） 

第34条 略  

２ 前項の書面には、指令書案のほか、次の各号に

掲げる図面その他の関係書類を添付しなければな

らない。 

(1) 略  

(2) 県有財産使用料減免申請書 

(3)・(4) 略 

３・４ 略 

 

（貸付け等の申込み） 

第38条 略 

２           財産管理者は、公有財産

の貸付けを受けようとする者が第41条第１項の貸

付料の減免を受けようとする者があるときは、そ

の者から県有財産貸付料減免申込書（別記様式第

25号の２）を提出させなければならない。 

３ 第33条第３項の規定は、前２項の申込書が提出

された場合について準用する。 

 

（貸付け等） 

第39条 略 

２ 前項の書面には、契約書案のほか、次に掲げる

関係資料を添付しなければならない。 

(1) 略  

(2) 県有財産貸付料減免申込書 

(3)・(4) 略  

３ 第34条第３項及び第４項の規定は、前条第１項

又は第２項の申込書が提出された場合について準

用する。 

 

（貸付期間） 

第40条 略 

 

２ 略 

３ 財産管理者は、前項の規定による貸付期間の更

新をしようとする者があるときは、その期間満了

日の30日前までに、その者から県有財産貸付期間

更新申込書（別記様式第25号の２）を提出させな

ければならない。ただし、競争入札による貸付け

の場合にあっては、この限りでない。 

４ 略 

 

（貸付契約の内容等の変更） 

第44条 財産管理者は、貸付契約の内容又は貸付財

産の現状を変更しようとする借受人があるとき

は、事前にその者から県有財産貸付契約内容等変

更申込書（別記様式第26号）を提出させなければ

ならない。   

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（借受人及び連帯保証人の住所及び氏名の変更） 

第45条の２ 財産管理者は、借受人又は連帯保証人

が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、そ

の者から県有財産借受人（連帯保証人）住所等変

更届（別記様式第26号の２）   を提出させな

ければならない。 

２ 略 

 

（借受人及び連帯保証人の承継） 

２ 略 

３ 財産管理者は、前項の規定による貸付期間の更

新をしようとする者があるときは、その期間満了

日の30日前までに、その者から県有財産貸付期間

更新申込書（別記様式第25号の３）を提出させな

ければならない。ただし、競争入札による貸付け

の場合にあっては、この限りでない。 

４ 略 

 

（指定用途の変更） 

第44条 財産管理者は、指定用途   あああああ

ああああを変更しようとする借受人があるとき

は、事前にその者から県有財産指定用途変更申込

書   （別記様式第26号）を提出させなければ

ならない。 

２ 略 

 

（貸付財産の現状の変更） 

第45条の２ 財産管理者は、貸付財産の現状を変更

しようとする借受人があるときは、事前にその者

から県有財産現状変更申込書（別記様式第26号の

２）を提出させなければならない。 

２ 第33条第３項並びに第34条第３項及び第４項の

規定は、前項の申込書が提出された場合について

準用する。 

 

（貸付期間等の変更） 

第45条の３ 財産管理者は、公有財産の貸付期間を

変更しようとする借受人があるときは、事前にそ

の者から県有財産貸付期間変更申込書（別記様式

第26号の３）を提出させなければならない。 

２ 財産管理者は、公有財産の貸付面積等を変更し

ようとする借受人（競争入札による貸付けに係る

ものを除く。）があるときは、事前にその者から

県有財産貸付面積等変更申込書（別記様式第26号

の４）を提出させなければならない。 

３ 第33条第３項並びに第34条第３項及び第４項の

規定は、前２項の申込書が提出された場合につい

て準用する。 

 

（借受人及び連帯保証人の住所及び氏名の変更） 

第45条の４ 財産管理者は、借受人又は連帯保証人

が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、そ

の者から県有財産借受人（連帯保証人）住所（氏

名）変更届（別記様式第26号の５）を提出させな

ければならない。 

２ 略 

 

（借受人及び連帯保証人の承継） 
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２ 略 

３ 財産管理者は、前項の規定による貸付期間の更

新をしようとする者があるときは、その期間満了

日の30日前までに、その者から県有財産貸付期間

更新申込書（別記様式第25号の２）を提出させな

ければならない。ただし、競争入札による貸付け

の場合にあっては、この限りでない。 

４ 略 

 

（貸付契約の内容等の変更） 

第44条 財産管理者は、貸付契約の内容又は貸付財

産の現状を変更しようとする借受人があるとき

は、事前にその者から県有財産貸付契約内容等変

更申込書（別記様式第26号）を提出させなければ

ならない。   

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（借受人及び連帯保証人の住所及び氏名の変更） 

第45条の２ 財産管理者は、借受人又は連帯保証人

が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、そ

の者から県有財産借受人（連帯保証人）住所等変

更届（別記様式第26号の２）   を提出させな

ければならない。 

２ 略 

 

（借受人及び連帯保証人の承継） 

２ 略 

３ 財産管理者は、前項の規定による貸付期間の更

新をしようとする者があるときは、その期間満了

日の30日前までに、その者から県有財産貸付期間

更新申込書（別記様式第25号の３）を提出させな

ければならない。ただし、競争入札による貸付け

の場合にあっては、この限りでない。 

４ 略 

 

（指定用途の変更） 

第44条 財産管理者は、指定用途   あああああ

ああああを変更しようとする借受人があるとき

は、事前にその者から県有財産指定用途変更申込

書   （別記様式第26号）を提出させなければ

ならない。 

２ 略 

 

（貸付財産の現状の変更） 

第45条の２ 財産管理者は、貸付財産の現状を変更

しようとする借受人があるときは、事前にその者

から県有財産現状変更申込書（別記様式第26号の

２）を提出させなければならない。 

２ 第33条第３項並びに第34条第３項及び第４項の

規定は、前項の申込書が提出された場合について

準用する。 

 

（貸付期間等の変更） 

第45条の３ 財産管理者は、公有財産の貸付期間を

変更しようとする借受人があるときは、事前にそ

の者から県有財産貸付期間変更申込書（別記様式

第26号の３）を提出させなければならない。 

２ 財産管理者は、公有財産の貸付面積等を変更し

ようとする借受人（競争入札による貸付けに係る

ものを除く。）があるときは、事前にその者から

県有財産貸付面積等変更申込書（別記様式第26号

の４）を提出させなければならない。 

３ 第33条第３項並びに第34条第３項及び第４項の

規定は、前２項の申込書が提出された場合につい

て準用する。 

 

（借受人及び連帯保証人の住所及び氏名の変更） 

第45条の４ 財産管理者は、借受人又は連帯保証人

が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、そ

の者から県有財産借受人（連帯保証人）住所（氏

名）変更届（別記様式第26号の５）を提出させな

ければならない。 

２ 略 

 

（借受人及び連帯保証人の承継） 

 

 別記様式第８号から別記様式第10号までを次のように改める。 

別記様式第８号から別記様式第10号まで 削除 

別記様式第11号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45条の３ 財産管理者は、借受人又は連帯保証人

について相続、合併又は分割があったときは、速

やかに、当該相続、合併又は分割により借受人又

は連帯保証人の地位を承継した者から前条第１項

の変更届ああああああああああああああああああ

ああを提出させなければならない。 

２ 第33条第３項の規定は、前項の変更届が提出さ

れた場合について準用する。 

 

（財産台帳価格） 

第62条 略 

２・３ 略 

４ 財産台帳に記載する公有財産の台帳価格は、３

年ごとに、経営管理部長が別に定めるところによ

り計算 する評価額とする。ただし、最初に計算

されるまでの間は、取得価格とする。 

５ 略 

 

（財産台帳附属図面） 

第63条 財産管理者は、土地、建物及び工作物につ

いては、位置図、平面図その他関係図面   を

財産台帳に附属させておかなければならない。 

 

（通知、報告等） 

第64条の２ 部局長及び財産管理者は、第11条第５

項、第12条第４項、第15条、第16条、第17条、第

18条第４項、第19条第２項、第27条第２項、第28

条第２項、第29条第２項、第30条、第32条第１項

及び第２項、第36条第３項並びに第37条（これら

の規定を第46条において準用する場合を含む。）

並びに第58条の規定による通知、報告等について

は、別に定めるところにより行うものとする。 

第45条の５ 財産管理者は、借受人又は連帯保証人

について相続、合併又は分割があったときは、速

やかに、当該相続、合併又は分割により借受人又

は連帯保証人の地位を承継した者から県有財産借

受人（連帯保証人）承継届（別記様式第26号の

６）を提出させなければならない。 

２ 第33条第３項の規定は、前項の承継届が提出さ

れた場合について準用する。 

 

（財産台帳価格） 

第62条 略 

２・３ 略 

４ 財産台帳に記載する公有財産の台帳価格は、３

年ごとに、経営管理部長が別に定めるところによ

り再計算する評価額とする。 

 

５ 略 

 

（財産台帳附属図面） 

第63条 財産管理者は、土地、建物及び工作物につ

いては、別に定めるところにより作成した図面を

財産台帳に附属させておかなければならない。 

 

（通知、報告等） 

第64条の２ 部局長及び財産管理者は、第11条第５

項、第12条第４項、第15条、第16条、第17条、第

27条第３項              、第28

条第２項、第29条第２項、第30条、第32条第１項

及び第２項、第36条第３項並びに第37条（これら

の規定を第46条において準用する場合を含む。）

並びに第58条の規定による通知、報告等について

は、別に定めるところにより行うものとする。 
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別記様式第11号（第17条関係） 
 

公 有 財 産 災 害 報 告 書 

 
第     号   
年  月  日   

 
 主 管 部 局 長 
 経営管理部長  
 

財産管理者職氏名 
 
公有財産が本書のとおり被害を受けたので報告します。 

施設 
番号 

施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地 

   

財 産 台 帳 登 載 事 項 被 害 の 状 況 等 

財産 
種別 

財産 
番号 

財 産 名 称 等 
被 害 状 況 

（箇 所 ・ 数 量 等 ） 
復 旧 状 況 

     

     

     

     

     

     

発 生 の 日 時 年   月   日   時   分頃 

発 生 の 原 因  

そ  の  他 

参考となる事項 
 

備考 

１ 災害その他の事故発生から30日以内に提出すること。 

２ 次の資料を添付すること。 

(1) 罹災証明書（建物が全損した場合のみ） 

(2) 被害箇所のカラー写真（復旧が完了した場合は、復旧前後のもの） 

(3) 被害箇所、写真撮影箇所及び撮影方向を記した図面（位置図、配置図、平面図等） 

(4) 公有財産台帳 

 

 

  

様 
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別記様式第12号中 

「栃 木 県    財産管理者職氏名」を「栃 木 県 知 事         」に改める。 

 別記様式第13号から別記様式第19号までを次のように改める。 

別記様式第13号から別記様式第19号まで 削除 

別記様式第20号を次のように改める。 

別記様式第20号（第33条関係） 

 
県 有 財 産 使 用 許 可 申 請 書 

 
  年  月  日  

 
栃木県知事  様 
 

申請者住所 
氏名  

 
 次の県有財産の使用を許可してくださるよう申請します。  

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

使 用 希 望 期 間
 年   月   日 から 

    年   月   日 まで 

使 用 希 望 箇 所  

使 用 目 的 別紙のとおり？ 

使 用 料 指定のとおり 

減 免 希 望 の 有 無 
□ 有  
□ 無 

減 免 の 理 由 
（減免を希望する場合の

み記入） 

□ 公共用又は公益事業等の用に供するため 
□ 県有施設を利用する県民の利便性向上に資するため  
□ その他 

 
申請者連絡先 担当者  電 話  

 
備考 使用目的等を確認することができる書類、関係図面その他必要な資料を添付すること。  
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別記様式第21号を次のように改める。 

別記様式第21号 削除 

別記様式第22号を次のように改める。 

別記様式第22号（第35条関係） 

 

県 有 財 産 現 状 変 更 申 請 書 
 

 年  月  日  
 
 栃木県知事  様 

 
申請者住所 

氏名 
 
 次の県有財産を使用中のところ、その現状を変更したいので申請します。 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

使 

用 

中 

の 

財 

産 

使 用 許 可 年 月 日     年   月   日  

使  用  許  可  期  間 
    年   月   日 から 
    年   月   日 まで 

使 用 箇 所  

使 用 料  

減 免 の 有 無 
□ 有  
□ 無 

変更の内容 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 の 理 由  

変 更 希 望 年 月 日     年   月   日  

  
申請者連絡先 担当者  電 話  

 
備考 変更の内容等を確認することができる書類、関係図面その他必要な資料を添付すること。  
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別記様式第25号及び別記様式第25号の２を次のように改める。 

別記様式第25号（第38条関係） 

 

県 有 財 産 貸 付 申 込 書 
 

年  月  日  
 

 栃木県知事  様 
 

     申込者住所                
氏名 

 
 次の県有財産を貸し付けてくださるよう申し込みます。 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

貸 付 希 望 期 間
     年   月   日 から 

    年   月   日 まで 

貸 付 希 望 箇 所  

使 用 目 的  

貸 付 料 指定のとおり 

減 免 希 望 の 有 無 
□ 有  
□ 無 

減 免 の 理 由 
（減免を希望する場合の

み記入） 

□ 公共用又は公益事業等の用に供するため 
□ 県有施設を利用する県民の利便性向上に資するため  
□ その他 

 
申込者連絡先 担当者  電 話  

備考 使用目的等を確認することができる書類、関係図面その他必要な資料を添付すること。  
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別記様式第25号の２（第40条関係） 

 

県 有 財 産 貸 付 期 間 更 新 申 込 書 
 

年  月  日  
 
 栃木県知事  様 
 

申込者住所                
氏名 

 
 次の県有財産を借受中のところ、その貸付期間を更新したいので申し込みます。  

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

借 

受 

中 

の 

財 

産 

契約締結年月日     年   月   日  

貸 付 期 間
     年   月   日 から 

    年   月   日 まで 

貸 付 箇 所  

貸 付 料  

減 免 の 有 無 
□ 有  
□ 無 

更 新 希 望 期 間   

更 新 の 理 由  

貸 付 料 指定のとおり 

減 免 希 望 の 有 無 
□ 有 
□ 無 

減 免 の 理 由 
（減免を希望する場合の

み記入） 

□ 公共用又は公益事業等の用に供するため 
□ 県有施設を利用する県民の利便性向上に資するため  
□ その他 

  
申込者連絡先 担当者  電 話  

 
備考 更新の理由等を確認することができる書類、関係図面その他必要な資料を添付すること。  
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別記様式第25号の３を削る。 

別記様式第26号及び別記様式第26号の２を次のように改める。 

別記様式第26号（第44条関係） 

 
県 有 財 産 貸 付 契 約 内 容 等 変 更 申 込 書 

 
年  月  日  

 
 栃木県知事  様 
 

  申込者住所                
氏名 

 
 次の県有財産を借受中のところ、その契約の内容等を変更したいので申し込みます。 

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

借 

受 

中 

の 

財 

産 

契 約 締 結 年 月 日     年   月   日  

貸 付 期 間
     年   月   日 から 

    年   月   日 まで 

貸 付 箇 所  

貸 付 料  

減 免 の 有 無 
□ 有  
□ 無 

変更の内容 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 の 理 由  

変 更 希 望 年 月 日     年   月   日  

  
申込者連絡先 担当者  電 話  

 
備考 変更の内容等を確認することができる書類、関係図面その他必要な資料を添付すること。  
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別記様式第26号の２（第45条の２関係） 

 

県 有 財 産 借 受 人（連 帯 保 証 人）住 所 等 変 更 届 
 

年  月  日  
 

 栃木県知事  様 
 

届出者住所                
氏名 

 
 次の県有財産を借受中のところ、その借受人（連帯保証人）の住所等を変更したので届け出ます。  

施 設 の 名 称  

施 設 の 所 在 地  

借 

受 

中 

の 

財 

産 

契 約 締 結 年 月 日     年   月   日  

貸 付 期 間
     年   月   日 から 

    年   月   日 まで 

使 用 箇 所  

貸 付 料  

減 免 の 有 無 
□ 有  
□ 無 

変更の内容 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日     年   月   日  

  
届出者連絡先 担当者  電 話  

 
備考 変更の事実を確認することができる資料を添付すること。  
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別記様式第26号の３から別記様式第26号の６までを削る。  

別記様式第30号を次のように改める。 

別記様式第30号（第57条関係） 

県  有  財  産  受  領  書 

                                         年  月  日 

栃木県知事  様 

                             受領者住所 

                                氏名 

年  月  日付けで   契約した次の県有財産を受領いたしました。 

引

渡

し

を

受

け

た

財

産 

所 在 地  

土 地 地  積  

建 物 

構  造  

延床面積  

そ の 他  

附 則                                            

この規則は、公布の日から施行する。 
（財産活用課） 

 

- 1 - 
 

○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部改正 
 
栃木県規則第32号                                         
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 
  令和８年４月24日                                      
                              栃木県知事  福  田  富  一   
   滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部を改正する規則          
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則（昭和32年栃木県規則第62号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  

       「 

ので、通知します。                              」 

「国税徴収法第133条第３項の規定により供託しましたので、通知します。」に改める。 

附 則                                            
この規則は、令和８年５月21日から施行する。 

（税務課） 
 

改   正   後 改   正   前 

（残余金交付通知書） 
第５条 略 
２ 法第４条の動産の滞納処分による売却代金又は

有価証券の取立金について、国税徴収法（昭和 

34年法律第147号）第133条第３項0ああああああ

あああああああああああああああああの規定によ

る供託をしたときは、徴税吏員は、その旨を第７

号様式（売却代金等供託済通知書）の書面によっ

て執行官に通知するものとする。 
３ 略  
 
（強制執行続行決定があった場合の引渡通知書

等） 
第６条 略 

２ 政令第５条第２項において準用する国税徴収法

（昭和34年法律第147号）第81条の規定による通

知は、第８号の２様式（差押財産引渡済通知書）

の書面によって行うものとする。 

（残余金交付通知書） 
第５条 略 
２ 法第４条の動産の滞納処分による売却代金又は

有価証券の取立金について、国税徴収法施行令

（昭和34年政令第329号）第50条第１項（同条第

４項において準用する場合を含む。）の規定によ

る供託をしたときは、徴税吏員は、その旨を第７

号様式（売却代金等供託済通知書）の書面によっ

て執行官に通知するものとする。 
３ 略 
 
（強制執行続行決定があった場合の引渡通知書

等） 
第６条 略 

２ 政令第５条第２項において準用する国税徴収法

（昭和34年法律第147号）第81条の規定による通

知は、第８号の２様式（差押財産引渡済通知書）

の書面によって行うものとする。 

国税徴収法施行令                   の規定により供託しました 第50条第１項 
第50条第４項において準用する同条第１項 第７号様式中                                         を 



（13）号外第29号栃 木 県 公 報令和８（2026）年４月24日　金曜日

発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号
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○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部改正 
 
栃木県規則第32号                                         
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。 
  令和８年４月24日                                      
                              栃木県知事  福  田  富  一   
   滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部を改正する規則          
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則（昭和32年栃木県規則第62号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  

       「 

ので、通知します。                              」 

「国税徴収法第133条第３項の規定により供託しましたので、通知します。」に改める。 

附 則                                            
この規則は、令和８年５月21日から施行する。 

（税務課） 
 

改   正   後 改   正   前 

（残余金交付通知書） 
第５条 略 
２ 法第４条の動産の滞納処分による売却代金又は

有価証券の取立金について、国税徴収法（昭和 

34年法律第147号）第133条第３項0ああああああ

あああああああああああああああああの規定によ

る供託をしたときは、徴税吏員は、その旨を第７

号様式（売却代金等供託済通知書）の書面によっ

て執行官に通知するものとする。 
３ 略  
 
（強制執行続行決定があった場合の引渡通知書

等） 
第６条 略 

２ 政令第５条第２項において準用する国税徴収法

（昭和34年法律第147号）第81条の規定による通

知は、第８号の２様式（差押財産引渡済通知書）

の書面によって行うものとする。 

（残余金交付通知書） 
第５条 略 
２ 法第４条の動産の滞納処分による売却代金又は

有価証券の取立金について、国税徴収法施行令

（昭和34年政令第329号）第50条第１項（同条第

４項において準用する場合を含む。）の規定によ

る供託をしたときは、徴税吏員は、その旨を第７

号様式（売却代金等供託済通知書）の書面によっ

て執行官に通知するものとする。 
３ 略 
 
（強制執行続行決定があった場合の引渡通知書

等） 
第６条 略 

２ 政令第５条第２項において準用する国税徴収法

（昭和34年法律第147号）第81条の規定による通

知は、第８号の２様式（差押財産引渡済通知書）

の書面によって行うものとする。 

国税徴収法施行令                   の規定により供託しました 第50条第１項 
第50条第４項において準用する同条第１項 第７号様式中                                         を 


